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※道路に出るときは、車に十分に気を付けて 
下さい。また作業にあたっては無理をせず 
熱中症対策を行って下さい。 

●強調月間中にボランティア清掃を行う方へ、ボランティア袋を配布します。 

 

 

市内各交流センター等にて配布いたします。  
※個人で受領する際は、まちのコイン体験として、 

８１タッチを受けられます。（通常は３９タッチ） 

●刈り草の処分について 
集めた刈り草等は、市販の日立市の燃えるごみ用の袋または、ボランティア袋につめて最寄りの燃えるごみ

集積所へお出し下さい。なお、相当数量を排出される場合は下記へご連絡下さい。回収に伺います。 

 

問合せ先 〒317-0073 茨城県日立市助川町 1-1-1 

電話：0294-22-3111（内線 746）／IP 電話：050-5528-5065 

個人、コミュニティ単会、各団体等の方 

市が直接お届けいたします。 
必要な数量を市役所まで、 
お申し出下さい。 

企業の方 

日立市 生活環境部 環境推進課 

市民や日立市を訪れた方が、快適に過ごすことができるよう、 
市民、企業、行政の３者協働による環境美化活動を展開します。 
9 月 30 日には、雑草のない「きれいなまち」になるよう、みんなで参加しましょう。 

ハイ 

地域の道路や公園などの草刈をしよう！ 


